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1. まえがき 

	 学会の投稿論文や修士論文の査読をしていると，情報システムの評価方法の杜撰
ず さ ん

さを痛感する．

“○○情報システム”なるものを試作して，「調査票で有効性を評価してもらったところ，『有効

である』という回答が 50％を超えたので，この情報システムは有効である」とする類である．い
い加減な調査票を安易に使ってアンケートを行い，仲間うちの評価で，我田引水の結論を出す．

これで有効性や信頼性が担保できるのだろうか． 
	 情報システムの価値は，何らかの問題を抱える現場に情報処理システムを実際に投入すること

によって，その問題をどの程度解決できたかにある．ところが，投入しようとする現場にどのよ

うな問題があり，どのように解決できたかを認識していない人が多い． 
	 情報システムの評価にあたっては，これをソフトウェアとハードウェアなどからなる単なる「も

の」として捉えるのではなく，周囲の人間系と相互に作用する開かれた系において発生する状況，

すなわち「こと」として捉える必要がある．たとえば，ある状況 Aがあったとして，そこに情報
システムを投入した後に，状況 Bに変化したとする．その差こそがその情報システムが及ぼした
影響なのである．状況 Bへの変化は，その系における要素間の相互作用の結果の総体，すなわち
創発であり，変化の状況を概念的なモデルによって示し，その価値を客観的に述べることができ

れば，その情報システムの価値を，説得力をもって読者に示すことができる． 
	 本ガイドラインは，上記の意味での情報システムの有効性を質的に評価する場合の留意点につ

いてまとめた．読者の情報システム研究の参考になれば幸いである． 

2. 用語の定義 

	 本ガイドラインで用いる主要な用語を定義しておく． 
（1）	 情報システム 

	 情報処理システムと，これに関連する人的資源，技術的資源，財的資源などの組織上の資源と

からなり，情報を提供し配布するもの（JIS X0001）．ちなみに，情報処理システムは，データ処
理システム及び装置であって情報処理を行うもので，事務機器，通信装置などを含む．データ処

理システムは，データ処理を行う計算機，周辺装置及びソフトウェアである． 
（2）	 人間活動システム 

	 人間が主要な要素となるシステム 3)． 
（3）	 施主（Product Owner） 

	 要求または仕様の採否を判定し，その結果について実質的に責任を取れる人（たち）． 
（4）	 情報システム学 

	 情報システムの概念的枠組みを明確にし，その社会的側面の考察を深め，情報システムの企画，

開発および運用・評価に関する実践的な知識・技術の体系化をはかることを目指す学問（ISディ
ジタル辞典 21)）． 
（5）	 情報システム研究 

	 情報システムに対するより良い処方の記述を目指す活動であり，その方法として，実験研究，

フィールド研究，サーベイ，ケーススタディ，未来研究，現象学的／解釈学的研究，長期研究，
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アクションリサーチなどがある（情報システム学へのいざない 22)）． 
（6）	 事例報告とケーススタディ 

	 本ガイドラインでは，事例報告とケーススタディを区別して用いる．事例報告は観察内容をそ

のまま記述し，報告したもの．ケーススタディは一つ以上の事例報告を研究目的に沿って解釈し，

構造化したもの． 

3. ガイドラインの目的 

	 これまでの情報システム研究では，永田 1)が言うように，いわゆる自然科学の手法がそのまま

適用されることが多かった．しかし，情報システムは，その定義から，組織のコンテクストから

分離できない個別一回性の事象ととらえる必要がある 1)2)．言い換えると，情報システム研究はそ

の個別性を認識するところから始まる．このような認識の下では，量的データの取得にこだわる

よりも質的データを扱うことがふさわしい場合がある．しかし，これまでの情報システム研究で

は，普遍性を尊ぶ自然科学の手法に則って量的データが重視され，質的データが入手可能だった，

あるいは入手していたにもかかわらず，活用されてこなかった．情報システム研究における質的

データに対する認識を本学会において共有し，質的方法を採る場合の要件を明らかにし，質的研

究論文を査読する際の評価視点を提示する必要がある． 
	 幸い，質的データの分析手法は，近年，看護学，社会学，心理学の学問領域で急速に整備され

てきた 8)9)10)11)12)13)14)15)16)．本ガイドラインは，こうした先行領域の成果を参考に，情報システム

の有効性を評価する際の基本的な枠組みを提供し，その事例報告の形式，ケーススタディの意義

を示すと同時に，質的研究論文の査読における留意点を提示することを目的とする． 

4. 情報システム研究における質的研究の意義 

4.1 情報システム研究の特徴 

	 ここでは，情報システムの構築とは，組織活動の改革または改善を企図する者（施主）が，そ

の関心を持って行う組織の現場または個人への働きかけ（介入）であり，情報システムの有効性

とは，介入の関心に基づく結果の評価である．介入は，必ずしもテクノロジーの導入を伴うもの

ではない．価値観の新たな構築であったり，業務ルールの変更であったり，新しいロールの設定

であったり，単に装置の導入であったり，これらの総合であったりする．そして，そこには抵抗

や非協力的な態度が立ちはだかり，新しいものを受け入れるまでの教育や調整の時間やコストが

かかる．介入によって現れる変化も，予測したところに表出するとは限らない複雑性をもち，と

きに急激な変化をもたらすことがある． 
	 このような特徴を持つ情報システムを研究するには，多くの介入事例を研究者間で共有する必

要がある．その事例には，ケーススタディとして必要な情報が含まれていなければならない．さ

もなければ，介入の有効性について正当に判定できないし，事例をまたがる法則性の判断を誤る

ことになる． 
4.2 情報システム研究におけるケーススタディ 

	 情報システム研究におけるケーススタディでは，対象の組織がもつコンテクスト（たとえば歴

史，地理的状況，業種の状況，他社との競合状況）を把握した上で，実施した組織への介入が，
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そのコンテクストや，事業，業務形態，組織，個人において，どのような変化が得られたかを観

察し，そこから導かれる法則性を議論する．その変化の理由，状況についてのモデル，仮説を提

示する．少数の例では普遍性を主張しにくいが，質的方法論と手続きの妥当性を確保することで，

そのモデルや仮説が受入可能でなければならない． 
4.3 質的データと質的方法 

	 個別一回性の強い情報システムを研究するときは，たとえ少数であったとしても，より早い段

階で，適切な観察対象者の言動から得た観察データを評価するほうが有用な場合がある． 
	 たとえば，構想，システム設計，運用設計などの設計要因を探索したり，設計値を定めたりす

るための活動では，質的データが有効な場合がある．一方，大量の評価データが得られるように

なる時点では，すでに主要部分の開発は終わり，運用が開始されているため，評価を活かすタイ

ミングが失われてしまう．状況によっては，情報システムの平均的利用者の評価よりも，組織の

特殊性や課題のコンテクストを的確にとらえた，センシティブな当事者の“発話”をすくい上げ，

その認識を図式化することで，情報システムを了解するほうが，関心を共有する類似の情報シス

テムの研究，設計の改善，組織の改革にとって有用なこともある．こうした発話データや行動観

察データを総称して「質的データ」と呼び，これを積極的に扱う立場を「質的方法」と呼ぶ． 
4.4 観測値と要因 

	 介入の有効性は，それによって組織活動にどのような変化（違い）がもたらされたかを，関心

に基づき，量的および質的にとらえ，それを評価することによって得られる．変化をとらえない

で絶対的な有効性を唱えるには，形式的に証明する必要があるが，それは不可能であろう． 
	 現場における組織活動の actualな変化 14)は，情報システム以外の要因によっても発生するし，

それらの要因と情報システム間の交互作用も起こる．実際の環境で，それらを隔離することはで

きないし，変化の観測値から取り除くことはできないので，むしろ他要因の存在を認めて，それ

を漏らさず記述しておくことが必要となる． 
4.5 知見の有用性 

	 実施した介入が，組織に変化をもたらしたとすればそれは有効な介入であったと言える．変化

から得られた知見が，類似の関心を持つほかの組織にも適用可能かつ効果的と感じられれば，そ

の介入は有用であると言える．たとえば，組織活動に対する問題の新しいとらえ方を提示するこ

とだけでも，有用な場合もある．したがって，介入事例の有効性（事実）だけでなく，その研究

に基づく知見の（読者にとっての）有用性についても必ず提示すること． 
4.6 変化を捉えることについて 

	 組織活動の質の変化を捉えるには，介入の前後の状況を比較（前後比較）するか，複数の疑似

的環境（対照群）を作って，または先行研究の結果と，それぞれにおける活動の違いをとらえる

（クラス比較）のが一般的である．あるいは，論理的根拠に基づいて基準値を定め，それとの違

いをとらえることもある． 
	 比較する活動は，態度，考え方，意欲，認識，コミュニケーションのあり方，成果物の質など

であり，比較の方法として，質的方法に基づく概念のモデル（仮説）などが用いられる． 
	 前後比較の場合，事前状態を前もって観察しておくことになるが，研究報告を行う段階で，そ

れがないことに気づいてもやり直すことはできないし，前もって観察しておいたとしても，実際

の変化が予測していないところに表れることもある．したがって，組織や活動に対して，広く網
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を張って観察しておく必要がある．あるいは，変化を言語分析によって導くこともできる． 

5. 質的方法について 

	 本ガイドラインで想定する質的方法 10)の概要を述べる．質的方法は，大きく行動観察と言語分

析に分けられる． 
5.1 行動観察 

	 アクションリサーチにおける参与観察：観察者自身も観察対象である．観察結果を観察対象に

観察結果のフィードバックや行動を提案するという介入を行い，その結果をさらに観測する 15)．

観察が長期にわたることもある．SSM（ソフトシステム方法論）はこの手法の一つである 14)．こ

の手法は，成果が出るまでに時間がかかるのが難点である．介入が妥当でない場合はよい成果に

つながらないので，経験者に指導を仰ぐのがよい．介入のようすはコンサルテーションと類似し

ているが，コンサルテーションは既存の知識を提供するのに対し，アクションリサーチは研究者

が自らの知見を増そうとして介入する点が異なる 7)． 
	 エスノメソドロジにおける観察：システム要素である個人の行動を，認知枠をできるだけ排除

したナイーブな観察によって徹底的に記述する（エスノグラフィー）16)．観察対象に対する観察

行為の影響を極力排除しようとする．観察が長期にわたることもある．純粋なエスノメソドロジ

は，解釈を加えないで，エスノグラフィーを他の研究者に提供することが目的． 
	 フィールドワーク：比較的短期の観察に基づく．現場観察を重視したリアルなモデルを提示す

ることを目指す．介入自体が目的ではないので，介入することは否定しないものの，消極的であ

る．観察終了後の KJ法 18)の前半部分（Ａ型，図解法）は，GTAでいう概念モデルの作成に当た
る． 
5.2 言語分析 

	 グラウンデッド・セオリー・アプローチ：半構成的インタビュー結果を文字化したもの（デー

タ）を断片化し，再構成してインタビュイーの認識をモデル化（概念モデル）する 11)．データに

対してグラウンデッドであることをもって，信頼性の要件に応える．木下の修正版（M-GTA）12)

は日本語の特性であるコンテクスト性を保存する試みである． 
	 ナラティブ：観察対象の思いを，物語（story telling）の形式で述べてもらい，その構造分析を
とおして，概念モデルを得る．心理療法などで用いられる． 
	 プロトコル分析：対話のストロークの記録を基に，認知研究およびユーザインタフェースの研

究などで用いられる． 
	 アンケート：5件法などの順序尺度による評定に添えて，「なぜそう思いますか（具体的に述べ
てください）」などの自由記述での回答を求めることで，質的データが得られる 4)． 
	 その他：最近は，研究報告に音声データや画像データを添付できるような体制ができているが，

冗長にならないように，観察の視点を示し，フィールドノートを併用するなどの工夫をする． 
5.3 量的研究との併用 

	 量的研究を質的側面から補うこともよい．たとえば，アンケートによる評定項目を順序尺度と

しての量的評価に用い，自由記述欄を質的データとして用いるなど（アンケート実施における注

意事項については，「情報システムの有効性評価：量的評価のガイドライン」を参照のこと）． 
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	 量的データと対比しながら，個別の事例を極端なケースとして扱うことで，状況を生き生きと

浮かび上がらせる方法もある 17)．質的研究データと量的研究データを，解釈的に統合する方法も

よい 19)． 
5.4 事例をまたぐ統合的研究 

	 各事例をデータとして用い，それらに縦断的（時間順）または横断的（空間的）に見いだされ

る法則性をとらえてモデル化する．その成果は，レビュー（サーベイ）論文としてもまとめられ

る（たとえば，文献 24)）． 

6. 質的方法を採る場合の要件 

	 情報システム研究において質的方法を採る必要があるということは，やり直しが困難な状況に

あることを意味する．このことを認識した上で，周到な計画と準備が必要である． 
6.1 研究の統制 

（1）	 研究協力の承諾 

	 質的研究では，研究対象のセンシティブな状況が表出してしまうことがあるので，研究成果を

公表する予定が少しでもある場合は，研究対象による協力の合意，成果の公表に関する事前の承

諾，研究者側の倫理遵守の誓約の証拠が必要である． 
	 承諾が必要な点は，研究目的，研究方法，記録データの扱い，公表の方法などである．特に，

参与観察を行う場合は，それに伴う不利益についても，理解してもらったうえでの承諾が必要で

ある．この承諾がない場合，研究はできない．そのテンプレートを付録（A2）に示す． 
（2）	 利害関係の統制 

	 研究者と研究対象間に，研究助成，師弟関係などの特定の利害関係が存在する場合がある．特

に，仮説検証のために現場に介入する場合は，その観察が利害関係によってゆがめられていない

ことの証明が必要である．一般に，この証明は困難なので，観察のゆがみが疑われる場合は，利

害関係のない研究対象を選択すること．研究そのものと論文の評価に関する倫理および社会的な

責任から，第三者の観点に立って客観的に行う． 
（3）	 法規遵守（コンプライアンス） 

	 本学会の「出版倫理と不正行為に関する声明」http://www.ipsj.or.jp/journal/submit/ethics.html
を遵守すること． 
	 研究者と研究対象との間に利害関係があるときは，それを隠さないこと． 
	 情報システムの設計内容（モデルおよびアーキテクチャ），設計要因，設計値は企業の知的財産

と見なされる可能性もあり，権利者の承諾を得たことを明示し，その許諾範囲を越えてはないこ

と（守秘義務の遵守）．企業および個人の名誉を毀損しないこと（人格権の尊重）．映像を用いる

場合は，肖像権に配慮すること． 
	 他の研究成果を引用するときは，適切に行うこと． 
6.2 研究目的と研究設問の立て方 

	 情報システム研究の目的は，多くの場合，組織における問題の解決にあると考えがちである．

実は，組織の問題は始めから分かっているわけではない．観察を進めていく中で，誰かの目（研

究者または分析焦点者）を通した認識として浮かび上がってくる．その問題認識は一つの仮説で
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あり，その組織に自覚的に介入し，組織活動の変化（betterment）を引き起こすことで仮説を検
証していく 8)． 
	 こうした研究を報告する際には，読者にとって有用と感じてもらうために，端的な主題を取り

上げて議論するのがよい．この主題が研究設問（Research Question）である． 
	 研究設問は，多くの場合，たとえば「POSは I社にとって学習の道具であると言えるか 14)」の

ように疑問文で記述される．その設問に基づいて「POSの利用によってどのように学習がなされ
たか」の観察内容が提示され，設問に対する回答が「POSは確かに学習の道具となっていると言
える」のように示される．さらに，ここから「POSは単なる計数の道具ではなく，学習の道具と
しても利用できる」という知見が示されることで，読者はその知見が有用であると感じる． 
6.3 方法論的妥当性の保証 

	 質的研究では，研究者の解釈を肯定的にとらえる．その解釈が了解可能であることが必須であ

る．了解可能であるためには，以下の観点に留意すること．特に，情報システムの評価に質的方

法を用いる場合は，研究設問に対して，適用する方法（質的，量的，併用も含めて）が方法論的

に妥当であることを具体的に示す必要がある． 
（1）	 方法の習熟 

	 方法を正しく利用している証拠を示す．方法が自己流に陥らないように，実績のある指導者に

就くなり，研究会発表でのフィードバックを糧にして，安定して使用できるようにしておく必要

がある． 
（2）	 観測データの提示 

	 観測対象である組織の状況および観測方法（観測条件）について，読者が納得できる程度に詳

しく説明すること．得られた観測データ（たとえば，エスノグラフィー，対話記録などで得られ

たもの）は，少なくとも一部を提示すること． 
	 トライアンギュレーション1は必須ではない．研究設問に伴う必要性に基づいて実施する．トラ

イアンギュレーションを実施した場合は，その必要性について述べた上で，それぞれの観測条件

とデータを提示すること． 
（3）	 思考過程の提示 

	 分析における中間生成物（たとえば，KJ 法の A 図，M-GTA の分析ワークシート，SSM での
リッチピクチャの変化）を通じて，研究者の思考過程が妥当であることが分かるように提示し，

それを読者が追認できるようにする．提示する中間生成物についても，それを作成する目的を述

べて，読者の了解性を高める努力が必要である． 
（4）	 仮説またはモデルの提示 

	 質的研究であっても，個別の事例提示に終始するのではなく，広い視野で，抽象化し，先行研

究も参照した上で，モデルを書くか仮説を生成する． 
	 得られた結論の提示方法として，適切な図式化を行うこともよい．モデル化に当たっては，そ

の一般化，法則性が妥当となる範囲や制約事項を述べること． 
6.4 質的研究の有用性 

	 質的研究が有用であるとは，関心を共有する読者にとって，その研究成果が，類推的に一般性

                                                   
1 （量的も含めて）複数の方法を同じ対象に適用して，結論の安定性を示す方法 
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を持ち，自分の研究にも適用してみようと思うことを言う 23)．こうした研究成果だけでなく，研

究方法やその手法，考え方がほかの研究においても適用可能である場合も有用と言える． 

7. 質的研究論文の執筆時の注意事項 

	 上で述べてきたことを基に，質的研究の成果を論文としてまとめる際に注意すべき事項につい

て述べる． 
7.1 コンテクストの提示 

	 情報システムは研究対象が置かれているコンテクストに依存するので，研究対象の歴史や背景，

それまでの経緯，研究設問を明記する．介入の実施にかかわるステークホルダごとの関心事，制

約事項について述べ，施主がどう考えてその介入を行ったのかについて記述する．特に，ステー

クホルダの利害が衝突する場合，施主がどのように対立を収めたかなどの経緯も書くとよい． 
7.2 コンプライアンス 

	 論文では，コンプライアンスに反しない範囲でこれらを明示する．論文には，このような研究

協力の承諾（共著者にする，承諾書の交付など）があることを明記する． 
7.3 新規性と有用性の提示 

	 研究の新規性および有用性を，わかりやすく丁寧に述べること． 
（1）	 新規性の提示 

	 幅広く先行研究を調査した上で，研究設問，研究の視点，研究対象，分析結果，効果の評価な

どにおいて，これまで知られていなかった内容が含まれていること，または先行研究に反駁する

か，補追する内容であること．単なる事例報告ではなく，一定の結論または仮説（モデル）を提

示すること． 
（2）	 有用性の提示 

	 実際の現場で役に立ったこと，効果があったことを介入後のシステムの状況として具体的に示

す（事実の提示）．研究設問に対する結果や仮説，研究方法が，関心を共有する読者，学会員にと

って役に立つ（これは使えるぞ，やってみよう，参考にしよう）と類推できること． 
7.4 質的研究論文の基本的な構成例 

	 参考として，情報システムの開発（介入）に関する論文の構成例を付録（A1）に示す． 

8. 質的研究論文に対する査読の観点 

	 質的研究を評価する場合，たとえば学生の研究を指導するあるいは論文を査読する場合に，考

慮すべき事項を挙げる．これまで述べてきたとおり情報システム研究においては，伝統的な理工

学的アプローチが採用しにくい．研究対象は要素ではなく全体であり，観察データは必ずしも客

観的とはいえないし，結果を再現することは難しい．このため，情報システム研究に対する新た

な査読基準を設ける必要がある．併せて，査読者は情報システム研究の特性について理解してい

ることが必須である．以下で，永田論文 1)をベースに，査読の観点から上記の議論をまとめる． 
	 査読に当たっては，論文誌ジャーナル編集委員会が示す論文査読の手引き 20)を参考に，次の点

を考慮して行う．研究設問によっては，一般性，汎用性がないこと自体は問題としないことがあ

る． 
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8.1 新規性の評価 

	 情報システム研究においては，要素技術としての新規性や，機能のそのものの新規性を必ずし

も要求しない．査読者は，先行研究に対して，研究設問の視点の新しさ，適用される組織のコン

テクストの違いなどを考慮して，一定の新規性が示されていることを確認する．社会的なインパ

クト（メリット，デメリット）があることも新規性ととらえる．ただし，単なる事例報告では新

規性を認められない． 
8.2 有用性の評価 

	 情報システム研究においては，有用性が最も重視されるべきである． 
（1）	 有用性の提示 

	 まず，研究設問に沿って，その情報システムの開発およびそれに付帯する活動による組織への

介入の結果が，状況の変化として記述されていること（有効性）．そのうえで，結果または研究設

問に対する結論から導かれる知見が，論理的にかつ理解しやすいように記述されていること（納

得性）．一般性や普遍的な理論を求めるのではなく，読者がその効果について納得し，自分も同様

の介入または研究をやってみようと感じること（有用性）を評価する． 
（2）	 質的研究の特性に対する配慮 

	 情報システム研究においては，理論的あるいは定量的な評価だけで有効性を示すことができる

とは考えない．情報システムは，自然科学と異なり追試ができないので証明は難しい．また，「人

間」「組織」「社会」が関係するので，有効性を客観的に提示することは困難であることが多い．

その場合には，研究全体を通して得られた知見が正確かつ理解できる形で記述されていることを

評価する． 
	 必ずしも量的データを必須としない．また，サンプル数が少ないこと，統計処理がされていな

いことだけで評価を落とさない．量的評価と質的評価を併用することもよい．ただし，観察結果

をそのままの形で提示するのではなく，何らかの図式化などを行って，一定のモデルが提示され

ている必要がある．質的データは観測に基づく事実（分析焦点者の主観データであったとしても）

の記述であり，著者の主観ではない（妥当性が述べられる）ことが重要である．査読者の主観で

判定しないこと 
8.3 信頼性の評価 

	 信頼性には，研究内容そのものの信頼性と論文の記述の信頼性の二つがある．前者については，

要素技術の論文に比べて客観的な説明は難しいが，介入とコンテクストとの関係が正確かつ論理

的に説明されているかどうか，そして研究目的に対して採用された方法とプロセスが妥当であっ

たかどうかで評価する．研究設問に対して，必要なエビデンス， 観察データ，中間生成物，モデ
ルが提示されていること． 
	 後者については，研究設問とそれに対する結論が論理的で正確な言葉で記述されていることを

評価する． 
8.4 採録条件の書き方 

	 条件付き採録とする場合でも，情報システム研究では再試行や再現が難しいことを考慮して条

件を提示すること（「条件を変えてもう一度実施すること」などの条件は出さない）．新規性，有

用性（有効性），信頼性の観点から，どのように記述を変更すればよいかを具体的に指定し，提示

した条件が満足されれば採録する．査読者間で矛盾するような条件は，メタ査読者が判定する． 
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8.5 コメントの書き方 

	 コメントは必須ではない．こうすれば論文はずっとよくなるというアドバイスである．同じ専

門分野の同僚としての適切なアドバイスは有用である．執筆者が誤解しないように書くこと．採

録条件とは違うので，著者が対応しないことがあってもかまわない． 

9. おわりに 

	 情報システム論文の執筆に当たっての態度や査読に関する最初の議論 1)は，2001 年に書かれ，
それ以来，情報システム論文の特集号が組まれ，論文執筆に関するワークショップが開かれてき

た．2007年にも，情報システム論文の特性と評価に関する見解 2)が出されている．これらの貢献

によって情報システムの特集論文では，幾分品質の改善が見られるものの，修士論文までにはこ

の議論や見解の精神が行き渡っていないと感じる． 
	 本ガイドラインでは，過去に刊行された情報システム論文に関する議論および見解 1),2)をより具

体化することを心がけ，質的方法に対する要件を加えてガイドラインとした．内容の至らない点

は改めていくので，ご活用いただき，ご意見をいただけるとありがたい． 
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Appendix 
 
A1. 基本的な構成例 

	 情報システムの開発（介入）に関する論文の構成例を示す．この例は，米国心理学会（American 
Psychological Association）のスタイルガイド（http://www.apastyle.org/）および永田論文 1)を

参考にした． 

標題 
要旨 
1. はじめに 
2. 研究の背景と目的 
2.1 研究の背景 
研究の背景，対象領域（ドメイン）の概説，用語の説明 
研究の動機，課題認識 

2.2 研究の目的 
新規性の要点 

2.3 関連研究，先行研究（先行事例） 
2.4 研究設問（Research Question） 
設問または仮説の提示 

3. 研究の内容 
3.1 研究の方法 
手法 
統制（コンプライアンス） 

3.2 研究対象 
顧客，現場のプロフィール 
参加者，観測対象者 
評価手法，手法選択の理由 

3.3 介入の内容（情報システムの適用） 
問題が解消された状況の定義 
提案する情報システムの内容，意図する結果 
新規性の詳細記述 

4. 結果および考察 
4.1 介入の結果（適用結果） 
具体的な結果（変化）の表示	 

4.2 結果の検討 
介入が有効であったかどうかの検討	 

4.3 得られた知見 
結論に関わるモデルや理論	 

知見の有用性，有益性の提示	 

5. まとめ（おわりに，結語） 
参考文献 
付録 

観察データの一部の提示（量が多い場合） 
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A2. 研究協力の依頼と承諾 

	 研究協力依頼および研究倫理遵守に関する誓約書のテンプレートを示す．西條 13)を参考に，研

究依頼書と誓約書を統合し，文言を調整した．研究目的や範囲，研究対象の状況によって，必要

な事項を変更すること． 

研究協力依頼および研究倫理遵守に関する誓約書	 

 
	 <研究タイトル>（以下「本研究」という）は，以下の趣旨に基づいて行うものです． 
 
1. 背景と目的 

 
2. 方法 
 
 
	 本研究は，以下の研究倫理に沿って実施します． 
1. 匿名性を担保します． 

・お名前／貴社名を公開することは一切ありません．人物／社名が特定されるよう

なイニシャルなども用いません． 
・個人／社名が特定できるような状態での記録データ（映像，音声，文書など）を

公開することは一切ありません． 
2. 研究の協力をいつでも拒否できます．これによって研究協力者がいかなる不利益を

被ることもありません．部分的に発言を削除したいなどの要望もお受けします． 
3. 記録データは，基本的な分析が終了した時点で，研究代表者のみが管理します． 
4. 記録データは，保管する必要がなくなった時点で完全に廃棄します． 
5. 研究成果について，以下の範囲内で使用させていただく可能性があります．商業利

用はいたしません． 
・学会大会や研究会でのシンポジウム，口頭発表，ポスター発表 
・学会論文誌，研究発表資料 
・大学などでの講義，著書の一部 

ご不明のことがありましたら，観察者あるいは研究代表者にご確認ください． 
 
以上をお読みいただいた上で，本研究にご協力いただける場合は，下の研究協力承諾書

にご署名をお願いいたします． 
年	 	 月	 	 日 

研究代表者	 役職 
氏名（署名） 

 
 
 

研究協力承諾書	 
 
私は，研究協力依頼および研究倫理遵守に関する誓約書を踏まえ，本研究に協力する

ことを承諾します．また，研究協力承諾書を２部作成し，研究協力者と研究者で１部ず

つ保管することに同意します． 
 

年	 	 月	 	 日 
貴社名 

お名前（自著） 

 


